
東京海上日動ベターライフサービス株式会社　在宅介護事業部

（２０１８年度　東京都就業促進事業対象者）募　集　要　項

就
業
条
件

就業場所 東京都内のみずたま介護ステーション

勤務時間

１日８時間勤務のシフト制（ 原則、９時～１８時）、

サービス提供時間　７時～２１時 （事業所により異なる）

マイセレクト制度：勤務時間帯をサービス提供時間内で最大２時間シ

フト可能

休　日
年間休日１１０日

月９日（１月、８月、１２月：１０日、２月：８日）

有給休暇

賞　与 契約期間中は支給なし

昇格昇給 契約期間中はなし

契約期間中は付与なし

社会保険

契約期間

２０１９年２月２８日までの最大６ヶ月

＊契約満了後、双方の意思確認の上、契約の更新もあります。

契約更新の場合、契約内容が変更となります。

月　給 213,000円

手　当

職務手当　20,000円、処遇改善手当　42,000円（月給に含む）

実務者研修受講費用及び通学にかかる交通費

残業代別途全額支給

専任ヘルパー（契約社員）職種

応募資格

契約期間中に実務者研修を受講し、修了出来る方。

給
与
･
待
遇

雇用保険、労働災害及び通勤災害補償

厚生年金、健康保険（東京海上日動健康保険組合へ加入）

試用期間 なし

通勤手段

公共交通機関（通勤手当支給基準に基づき全額支給）

自転車（条件により手当支給あり）、原動機付き自転車（使用条件あ

り）※車通勤不可

ホームヘルパー２級、１級　、介護職員初任者研修、基礎研修修了の
いずれかの資格を有する者

月８０時間以上の稼働をして頂きます。



実務者研修受講費用、受講中の給与及び通学にかかる交通費手　当

時給1,050円時　給

ご応募・お問い合わせ先

契約期間中は支給なし

就業場所 東京都内のみずたま介護ステーション

契約期間

２０１９年２月２８日までの最大６ヶ月

＊契約満了後、双方の意思確認の上、契約の更新もあります。

契約更新の場合、契約内容が変更となります。

勤務時間
雇用契約書に定める
週２０時間目安　※勤務時間、曜日相談に応じます。

社会保険 雇用保険、労働災害及び通勤災害補償

試用期間

職種 非常勤ヘルパー（準社員）

契約期間中に実務者研修を受講し、修了出来る方。

応募・問合せは
ホームページ、
メール、電話にて
採用担当まで！

ホームページ：　https://www.tnbls.co.jp/recruit/

メールアドレス：　saiyou@tnbls.co.jp

ＴＥＬ：０３－５７１７－１８３０

就
業
条
件

昇　格 契約期間中はなし

休　日 雇用契約書に定める

有給休暇 契約期間中は付与なし

給
与
･
待
遇

なし

通勤手段

公共交通機関（通勤手当支給基準に基づき全額支給）

自転車（条件により手当支給あり）、原動機付き自転車（使用条件あ

り）　※車通勤不可

昇給賞与

月２０時間目安の稼働をして頂きます。
応募資格

ホームヘルパー２級、１級　、介護職員初任者研修、基礎研修修了の
いずれかの資格を有する者


